
 

育児支援ヘルパーの派遣委託に関する要領 
 

制  定 平成17年８月30日 福子地 第  165 号 

                              最近改正  令和７年３月26日 こ地子 第 3645 号 

 

（目的） 

第１条 この要領は、横浜市育児支援家庭訪問事業実施要綱（以下「実施要綱」と

いう。）第８条に規定する育児支援ヘルパーの派遣を委託する事業者の選定及び

第９条に規定する家事・育児支援の委託内容等に関して必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

（委託事業者） 

第２条 市長は、実施要綱第７条第１項第２号に定める家事・育児支援（以下「家

事・育児支援」という。）の実施について、適切な事業運営が確保できると認め

られる、介護保険法（平成９年法律第123号）で規定する指定訪問介護事業所又は

同等の家事・育児支援が提供できる事業者（以下「受託事業者」という。）に委

託するものとする。 

 

（委託の内容及び履行場所） 

第３条 受託事業者に委託する内容は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）福祉保健センター長が実施要綱第５条第１項により支援を決定した家庭の

内、実施要綱第５条第２項に規定する支援計画に基づき育児支援ヘルパーの派

遣が必要と認めたもの（以下「派遣対象者」という。）に対して行う家事・育

児支援であって、別表第１に掲げるもの。 

（２）福祉保健センター長の指示による、支援計画を検討する会議（以下「検討会

議」という。）への出席 

 

（家事・育児支援を行う時間数、回数、期間及び場所） 

第４条 家事・育児支援を行う時間数、回数、期間及び場所は、次のとおりとす

る。 

（１）時間数は、１回の家事・育児支援につき２時間以内とする。 

（２）回数は、１日につき２回以内、1か月に10日間（月20回）を上限とする。 

（３）期間は、福祉保健センター長が認める範囲とし、最長１年間とする。ただ

し、福祉保健センター長が特に必要と認める場合は、この限りではない。 

（４）場所は、原則として派遣対象者の自宅とし、生活必需品の買い物、医療機関

への受診同行及び保育所等への送迎補助等、必要最小限の範囲内において派遣対

象者の自宅以外で家事・育児支援を行うことができる。ただし、市外での家事・

育児支援は行わない。 



 

（家事・育児支援を行う日及び時間帯） 

第５条 家事・育児支援を行う日は、次の各号に掲げる日を除く福祉保健センター

長が指定する日とする。時間帯は、第２項のとおりとする。 

（１）日曜日及び土曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

（３）12月29日から翌年の１月３日まで（前号に掲げる日を除く） 

２ 家事・育児支援を行う時間帯は、９時から17時までとする。ただし、福祉保健

センター長が特に必要と認める場合は、８時から19時までとすることができる。

この場合、福祉保健センター長は、業務時間外における緊急時の連絡体制を確保

するものとする。 

 

（育児支援ヘルパーの派遣の決定） 

第６条 削除 

 

（派遣の申請及び決定） 

第７条 福祉保健センター長は、実施要綱第５条第１項及び第２項により派遣対象

者を決定した場合は、実施要綱第５条第３項に基づき派遣対象者の了解を得て、

「育児支援ヘルパー派遣申請書（第１号様式）」（以下「申請書」という。）の

提出を求めるものとする。申請書が提出された場合、福祉保健センター長は、派

遣対象者に対し、育児支援ヘルパーの派遣を決定する。 

２ 派遣対象者の属する世帯が、生活保護世帯、市民税非課税世帯又は市民税所得

割77,100円以下の世帯に該当するときは、前項の規定に基づく申請を行う際に、

いずれかに該当することを証する書類を提出するものとする。 

 

（利用料等） 

第８条 派遣対象者は、その属する世帯の所得状況（以下「世帯区分」という。）に

応じて、別表第２に定める額を負担するものとする。 

２ 派遣対象者の都合により家事・育児支援の利用を中止した場合で、第 11 条第１

項の連絡が当該派遣日の前日の 17 時までに受託事業者になかった場合、受託事業

者は、別表第３に定める金額を派遣対象者に請求できるものとする。 

３ 派遣対象者は、前２項に定めるもののほか、生活必需品の買い物等に要する費

用及び派遣対象者の自宅以外で家事・育児支援を行う際の交通費等について、当

該費用の実費相当額を負担するものとする。 

４ 派遣対象者は、第１項から第３項に規定する利用料等及び家事・育児支援に要

する実費相当額を、受託事業者に支払うものとする。 

 

（受託事業者の決定） 

第９条 福祉保健センター長は、第７条に規定する申請書の提出があった場合、受

託事業者に対し育児支援ヘルパーの派遣の可否を確認した上で、受託事業者を決

定する。 

 

 

 



 

（派遣対象者及び受託事業者に対する通知） 

第10条 福祉保健センター長は、派遣対象者、家事・育児支援の内容、家事・育児

支援を行う日数及び時間帯等を決定したときは、派遣対象者及び受託事業者に対

して、次のとおり、その内容を通知する。 

（１）派遣対象者に対しては、生活保護世帯、市民税非課税世帯又は市民税所得割

77,100円以下の世帯（以下「世帯区分１」という。）の場合は「育児支援ヘル

パー派遣決定通知書（第２号様式の１）」をもって、市民税所得割77,101円以

上の世帯（以下「世帯区分２」という。）に対しては「育児支援ヘルパー派遣

決定通知書（第２号様式の２）」をもって通知する。 

（２）受託事業者に対しては、「育児支援ヘルパー派遣依頼通知書（第３号様

式）」をもって通知する。 

 

（変更・中止の連絡） 

第11条 派遣対象者は、前条に定める派遣決定内容の変更又は中止を求めるとき

は、当該派遣予定日の前日の17時までに、受託事業者に対して連絡しなければな

らない。 

２ 福祉保健センター長は、派遣対象者の変更又は中止を含めた利用状況を把握し

なければならない。 

３ 第１項の場合において、当該派遣日の前日が第５条第１項各号に該当するとき

は、その直前の第５条第１項各号に該当しない日を前日とみなす。 

 

（変更・中止の文書による連絡） 

第12条 福祉保健センター長は、前条の規定により家事・育児支援の内容を変更又

は中止した場合は、速やかに、「育児支援ヘルパー派遣変更（中止）連絡書（第

４号様式）」により、派遣対象者及び受託事業者に連絡するものとする。 

 

（家事・育児支援の提供） 

第13条 受託事業者は、第10条の「育児支援ヘルパー派遣依頼通知書（第３号様

式）」及び前条の「育児支援ヘルパー派遣変更（中止）連絡書（第４号様式）」

の内容に従い、家事・育児支援を提供しなければならない。 

２ 育児支援ヘルパーは、家事・育児支援を行う際に、常に受託事業者が発行する

身分証明書を携行し、派遣対象者の自宅への訪問時に必ず提示することとする。 

３ 育児支援ヘルパーは、家事・育児支援を行ったときは、その都度、「育児支援

ヘルパー派遣確認書（第５号様式）」により、派遣対象者から家事・育児支援の

履行確認を受けるものとする。 

 

（育児支援ヘルパーの選考） 

第14条 受託事業者は、次の各号に掲げる要件をすべて備えている者の内から、育

児支援ヘルパーを選考するものとする。 

（１）母子保健に理解と熱意のあること。 

（２）心身ともに健全であること。 

（３）家事又は育児に関する支援を適切に実行する能力を有すること。 

 



 

（育児支援ヘルパーの研修） 

第15条 受託事業者は、育児支援ヘルパーに対して、資質の向上、個人情報保護、

感染症予防及び児童虐待防止のために必要な研修を実施しなければならない。 

 

（育児支援ヘルパーの健康管理等） 

第16条 受託事業者は、育児支援ヘルパーに対し、年１回以上の定期健康診断を実

施し、育児支援ヘルパーの健康管理に細心の注意を払うものとする。 

 

（資格を有する事業実施責任者の確保） 

第17条 受託事業者は、派遣対象者についての育児支援ヘルパーからの相談に対

し、保健師、助産師、看護師、保育士、幼稚園教諭のいずれかの資格を有する事

業実施責任者を確保して、対応できるようにしなければならない。 

２ 受託事業者は、前項の有資格者について、「横浜市育児支援ヘルパー派遣有資

格者届出書（第８号様式）」を作成し、こども青少年局長に届け出なければなら

ない。 

３ 前項の届出の内容について変更のあった場合についても、前項と同様に届け出

なければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第18条 育児支援ヘルパー派遣事業を実施するにあたっては、派遣の記録の漏洩を

防止すると共に、実施担当者には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに

加え、別に定める「個人情報取扱特記事項」及び横浜市個人情報の保護に関する

条例に基づき、必要な個人情報保護対策を講じ、上記の事項やガイドライン等を

遵守するものとする。 

 

（委託料） 

第19条 家事・育児支援の実施に関する委託料は、別表第４に定める金額とする。 

２ 第11条第１項の連絡が当該派遣日の前日の17時までに受託事業者になかった場

合、市長は、別表第５に定める金額から別表第３に定める金額を減じた金額を受

託事業者に支払うものとする。 

３ 受託事業者が第３条第２号に定める検討会議に出席した場合に支払う委託料

は、１回につき6,290円とする。 

４ 第２項の場合において、当該派遣日の前日が第５条第１項各号に該当するとき

は、その直前の第５条第１項各号に該当しない日を前日とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（委託料の請求・支払） 

第20条 受託事業者は、育児支援ヘルパー派遣の委託料の請求を行う場合は、育児支

援ヘルパーを派遣した翌月10日までに、次の書類をもって市長に請求するものとす

る。 

（１）育児支援ヘルパー派遣報告書（第６号様式） 

（２）育児支援ヘルパー派遣委託料請求書（第７号様式） 

（３）育児支援ヘルパー派遣確認書（第５号様式） 

２ 市長は、前項の請求があった場合は、内容を審査した上で前条に定める金額を

支払う。 

３ 受託事業者は利用者について報告すべき事項が発生した場合に、育児支援ヘル

パー派遣結果報告書（第５号様式の２）により、こども青少年局長に報告するも

のとする。 

 

（帳票類の整備等） 

第21条 受託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、家事・育児支援に関す

る記録、その他必要と認める帳票類を整備するものとする。 

２ 市長は、受託事業者に対し、帳票類等の提出又は家事・育児支援の内容の確認

等について、必要な調査を実施することができる。 

 

（帳票類の保管及び廃棄） 

第22条 帳票類の保存は５年間保存しなければならない。保存に際しては、所定の

保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。 

２ 保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断または溶解処理を確実に実施

するものとする。 

 

（事故及び損害の責任） 

第23条 受託事業者は、育児支援ヘルパーの派遣中に生じた事故及びその業務によ

り生じた事故及び損害については、横浜市に故意または重過失のない限り、受託

事業者がその負担と責任において処理にあたるものとする。 

２ 受託事業者は、派遣中に生じた事故及びその業務により生じた事故等について、

速やかに、書面により、こども青少年局長へ報告しなければならない。 

 

（事業内容の改善） 

第24条 こども青少年局長は、育児支援ヘルパー派遣の適正な実施を図り、良質な

家事・育児支援が提供されるよう、受託事業者の業務内容を調査し、改善につい

て必要な措置を講ずるものとする。 

 

（その他） 

第25条 この要領に定めるもののほか、育児支援ヘルパー派遣の実施に関し必要な

事項は、こども青少年局長が別に定める。 

２ この要領における市民税所得割は、標準税率６％で算出する。 

 



 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成17年10月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、平成18年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、平成19年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、平成21年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、平成24年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、平成26年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、平成27年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、平成30年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、令和元年10月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第１（第３条） 

区   分 支援の内容 

１ 家事に関するもの  ア 食事の準備及び後かたづけ 

 イ 衣類の洗濯、補修 

 ウ 居室等の掃除、整理整頓 

 エ 生活必需品の買い物 

 オ 関係機関との連絡 

 カ その他必要な家事支援 

２ 育児に関するもの  ア 授乳介助・粉ミルクの調乳等 

 イ おむつ交換 

 ウ もく浴介助 

 エ 適切な育児環境の整備 

 オ 保育園・学校等の送迎補助 

 ※原則として、保護者が同伴する場合に限る。ただし、福祉保健 

センター長が特に必要と認める場合は、この限りではない。 

カ その他必要な育児支援 

 

別表第２（第８条第１項） 

世帯区分 １回２時間当たりの利用料 

生活保護・市民税非課税世帯 

市民税所得割77,100円以下の世帯 
  ０円 

市民税所得割77,101円以上の世帯 ５００円 

 

別表第３（第８条第２項） 

 

別表第４（第19条第１項） 

世帯区分 １回２時間当たりの委託料 

生活保護・市民税非課税世帯 

市民税所得割77,100円以下の世帯 
６，０８０円 

市民税所得割77,101円以上の世帯 ５，５８０円 

 

別表第５（第19条第２項） 

受託事業者に中止の連絡があった時点 市が受託事業者に支払う金額の合計 

・派遣予定日前日の17時以降、当日の育児支

援ヘルパーの出発前まで 
１，１００円 

・派遣予定日当日の育児支援ヘルパーの出発後 

・中止連絡がなかった場合 
２，２００円 

 

世帯区分 派遣対象者が受託事業者に支払う金額 

生活保護・市民税非課税世帯 

市民税所得割77,100円以下の世帯 
  ０円 

市民税所得割77,101円以上の世帯 ５００円 


